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  다문화공생정보플라자 소식을 메일로 수신을 원하시는 경우 여기를 스캔해 주십시오.  

  

2024 년 10 월 분 (2024 년 12 월 13 일 지급) 부터 아동수당 제도가 개정됩니다                  

令和
れいわ

6年
ねん

10月分
がつぶん

(令和
れいわ

6年
ねん

12月
がつ

13日
にち

支給
しきゅう

)より、児童
じどう

手当
てあて

の制度
せいど

が改正
かいせい

されます 

 

 현행 現行
げんこう

 개정 후 改正後
かいせいご

 

지급대상아동

支給
しきゅう

対 象
たいしょう

児童
じどう

 

15세에 도달하는 날 이후의 최초 3월31일까지                             

15歳
さい

に達する
たっ     

日
ひ

以後
い ご

の最初
さいしょ

の 3月
がつ

31日
にち

まで 

18세에 도달하는 날 이후의 최초 3월 31일까지            

18歳
さい

に達する
たっ     

日
ひ

以後
い ご

の最初
さいしょ

の 3月
がつ

31日
にち

まで 

소득제한 

所得
しょとく

制限
せいげん

 

있음  

あり 

없음  

なし 

산정대상아동 

算定
さんてい

対 象
たいしょう

児童
じどう

 

고등학교 연령까지 

高校生
こうこうせい

年代
ねんだい

まで 

22 세에 도달하는 날 이후의 최초의 3 월 31 일까지 

22歳
さい

に達する
たっ     

日
ひ

以後
い ご

の最初
さいしょ

の 3月
がつ

31日
にち

まで 

지급액   

支給
しきゅう

額
がく

 

 3 세 미만: 15,000 엔 

 3 세부터 초등학교 수료까지의 첫째아이 

및 둘째아이: 10,000 엔 

 3 세부터 초등학교 수료까지의 셋째아이: 

15,000 엔 

 중학생: 10,000 엔 

 3歳
さい

未満
みまん

：15.000円
えん

 

 3歳
さい

から小 学 校
しょうがっこう

修 了
しゅうりょう

までの第 1子
だいいっし

および

第 2 子
だい  し 

：10,000円
えん

 

 3歳
さい

から小 学 校
しょうがっこう

修 了
しゅうりょう

までの第 3 子
だい  し 

: 15.000円
えん

 

 中 学 生
ちゅうがくせい

：10,000円
えん

 

・ 3 세 미만으로 첫째아이 및 둘째아이: 15,000 엔 

・ 3 세 미만으로 셋째아이: 30,000 엔 

・ 3 세부터 고등학교 연령까지의 첫째아이 및 둘째아이: 

10,000 엔 

・ 3 세부터 고등학교 연령까지의 셋째아이: 30,000 엔 

・ 3歳
さい

未満
みまん

で第 1子
だいいっし

および第 2 子
だい  し 

：15,000円
えん

 

・ 3歳
さい

未満
みまん

で第 3 子
だい  し 

以降
いこう

：30,000円
えん

 

・ 3歳
さい

から高校生
こうこうせい

年代
ねんだい

までの第 1子
だいいっし

および第 2 子
だい  し 

:10,000円
えん

 

・ 3歳
さい

から高校生
こうこうせい

年代
ねんだい

までの第 3 子
だい  し 

以降
いこう

：30,000円
えん

 

지급횟수

支払い
し はら   

回数
かいすう

 

연 3 회 (2,6,10 월)  

年
ねん

3回
かい

(2,6,10月
がつ

) 

연 6 회 (2，4，6，8，10，12 월)  

年
ねん

6回
かい

 (2，4，6，8，10，12月
がつ

) 

궁금한 점이 있으시면 아래로 문의해 주십시오.                          不明
ふめい

な点
てん

がありましたら下記
か き

までお問合
   といあわ

せください。 

문의：국민연금과 TEL 06-4309-3165 / FAX 06-4309-3805                         問合
といあわ

せ先
さき

：国民
こくみん

年金課
ねんきんか

 

마이넘버카드 신청은 서둘러 신청합시다!                         マイナンバーカードの手続き
て つ づ  

はお早
  はや

めに! 

◆시청 본청사에 신청 창구를 개설하고 있습니다. 

후일 우편으로 마이넘버카드를 수령할 수 있습니다. 

시청 본청사의 별관, 후세 임시창구에서의 신청은 

11 월 1 일부터 예약제가 되었습니다. 예약은 내청 희망일의 

4 주 전부터 전화로 접수합니다. 예약접수 

전화번호 06-4309-3163 

◆마이넘버카드의 수령예약은 서둘러 예약하시기 바랍니다. 

건강보험증은 2024 년 12 월 2 일 이후「마이나보험증」을 

기본 틀로 이행하여 시행합니다．이행 이후의 시기는 

마이넘버카드 수령창구의 혼잡이 예상되므로 교부통지서가 

도착하면 서둘러 수령 예약을 하시기 바랍니다． 

◆市
し

役所本
やくしょほん

庁 舎
ちょうしゃ

などで申請
しんせい

窓口
まどぐち

を開設
かいせつ

しています。 

後日
ごじつ

郵送
ゆうそう

でマイナンバーカードを受け取
う  と

ることができます。 

市
し

役所本
やくしょほん

庁 舎
ちょうしゃ

別館
べっかん

、布施
ふ せ

臨時
りんじ

窓口
まどぐち

での申請
しんせい

は 11月
がつ

1 日
ついたち

から

予約制
よやくせい

になります。予約
よやく

は 来 庁
らいちょう

希望
きぼう

日
び

の 4 週 前
しゅうまえ

から電話
でんわ

で

受け付
う  つ

けます。 予約
よやく

受付
うけつけ

電話番号
でんわばんごう

 06-4309-3163 

◆マイナンバーカードの受取
うけとり

予約
よやく

はお早
  はや

めに 

健康
けんこう

保険証
ほけんしょう

は令和
れいわ

6年
ねん

12月
がつ

2
ふつ

日
か

以降
いこう

「マイナ保険証
ほけんしょう

」を基本
きほん

とす

る枠組み
わくぐ  

に移行
いこう

します。移行前後
いこうぜんご

の時期
じ き

はマイナンバーカードの

受取
うけとり

窓口
まどぐち

が混雑
こんざつ

することが予想
よそう

されるため、交付
こうふ

通知書
つうちしょ

が

届き次第
とど  しだい

、早め
はや  

の受取
うけとり

予約
よやく

をお願
  ねが

いします。 
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문의: 시민실 TEL 06-4309-3163 / FAX 06-4309-3012                                  問合
といあわ

せ先
さき

： 市民室
しみんしつ

 

국민건강보험  새로운 국민건강보험증을 송부                国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

 新しい
あたら   

国民
こくみん

健康
けんこう

保険証
ほけんしょう

を送付
そうふ

 

새로운 국민건강보험증(분홍색)을 9 월 말에 간이서류 

우편으로 세대주에게 송부합니다. 보험증의 유효기한은 

원칙적으로 2025 년 10 월 31 일까지 입니다.  

◆12 월 2 일 이후 현행의 보험증은 발행하지 않으며 

마이나보험증 보험증 이용이 등록된 마이넘버카드를 

이용하는 제도로 변합니다.  12 월 2 일 시점에 가지고 있는 

유효한 보험증은 보험증에 기재된 유효기한까지 사용할 수 

있습니다. 단 12 월 2 일 이후에 전입 등으로 보험증의 

내용이 달라진 경우는 제외됩니다. 또한 12 월 2 일 이후는 

마이나보험증을 가지고 있지 않은 분에게는 가지고 있는 

보험증의 유효기간이 만료되기 전에 종래의 보험증을 대신할 

수 있는 피보험자정보가 기재된「자격확인서」를 교부합니다. 

자격확인서를 의료기관에 제시함으로써 지금까지 받아 온 

진료와 같은 진료를 받을 수 있습니다. 마이나보험증을 가지고 

있는 분은 피보험자 자격을 알 수 있는「자격정보 안내문」을 

송부합니다. 

新しい
あたら    

国民
こくみん

健康
けんこう

保険証
ほけんしょう

（桃色
ももいろ

）を、9月
がつ

末
まつ

に簡易
かんい

書留
かきとめ

郵便
ゆうびん

で世帯
せたい

主宛
ぬしあて

に送付
そうふ

します。保険証
ほけんしょう

の有効
ゆうこう

期限
きげん

は原則
げんそく

来年
らいねん

10月
がつ

31日
にち

までです。 

◆12月
がつ

2
ふつ

日
か

以降
いこう

、現行
げんこう

の保険証
ほけんしょう

は発行
はっこう

されなくなり、マイナ保険
ほけん

証
しょう

(保険証
ほけんしょう

利用
りよう

登録
とうろく

がされたマイナンバーカード)を利用
りよう

する

仕組
し く

みになります。12月
がつ

2
ふつ

日
か

時点
じてん

でお手元
  てもと

にある有効
ゆうこう

な保険証
ほけんしょう

は、保険証
ほけんしょう

に記載
きさい

のある有効
ゆうこう

期限
きげん

まで使用
しよう

可能
かのう

です。ただし、12

月
がつ

2
ふつ

日
か

以降
いこう

に転居
てんきょ

などで保険証
ほけんしょう

の内容
ないよう

が変わった
か   

場合
ばあい

を除
のぞ

きま

す。なお、12月
がつ

2
ふつ

日
か

以降
いこう

は、マイナ保険証
ほけんしょう

をお持ち
も

でない方
かた

には、

お手元
  てもと

の保険証
ほけんしょう

の有効
ゆうこう

期限
きげん

を迎える
むか   

前
まえ

などに、従 来
じゅうらい

の保険証
ほけんしょう

に

代わる
か   

ものとして被
ひ

保険者
ほけんしゃ

情 報
じょうほう

が記載
きさい

された「資格
しかく

確認書
かくにんしょ

」を

交付
こうふ

します。資格
しかく

確認書
かくにんしょ

を医療
いりょう

機関
きかん

などに提示
ていじ

することで、これ

までと同様
どうよう

に受診
じゅしん

できます。マイナ保険証
ほけんしょう

をお持ち
も

の方
かた

には、被
ひ

保険者
ほけんしゃ

資格
しかく

などがわかる「資格
しかく

情 報
じょうほう

のお知らせ
し  

」を交付
こうふ

します。 

문의: TEL 06-4309-3167 / FAX 06-4309-3804                                           問合
といあわ

せ先
さき

： 資格
しかく

給付課
きゅうふか

 

국민건강보험・후기고령자 의료보험 보험료는 반드시 납입합시다     

                                            国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

・後期
こうき

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

保険
ほけん

 保険料
ほけんりょう

は必ず
かなら  

納め
おさ   

ましょう 

보험료 납부기한은 매월 말까지입니다. 반드시 납부기한까지 

납부하시기 바랍니다. 납부을 잊고 계신 분은 신속하게 

의료보험실 보험료과 또는 행정서비스센터에서 납부하시기 

바랍니다. 

또한 월요일~금요일 9:00~17:30 (공휴일 제외) 에 납입상담을 

시행하고 있습니다. 보험료 결정통지서(납부서) 또는 

피보험자증을 지참하여 방문해 주십시오. 

행정서비스센터에서는 납부상담을 할 수 없습니다. 

◆휴일납부상담 시간: 10 월 26 일(토) 9:00~12:00 

               장소: 시청 본청사 2 층 의료보험실 보험료과 

保険料
ほけんりょう

の納
のう

期限
きげん

は毎月
まいつき

末
まつ

です。 必
かなら

ず納
のう

期限
きげん

までに納
おさ

めてくださ

い。納め忘れて
おさ  わす     

いる方
かた

は、速やか
すみ     

に医療
いりょう

保険室
ほけんしつ

保険料課
ほけんりょうか

または

行 政
ぎょうせい

サービスセンターで納めて
おさ     

ください。 

また、月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

9時
じ

～17時
じ

30分
ぶん

（ 祝
しゅく

休 日
きゅうじつ

を除く
のぞ  

）に納付
のうふ

相談
そうだん

を行って
おこな     

います。保険料
ほけんりょう

決定
けってい

通知書
つうちしょ

（納付書
のうふしょ

）または被
ひ

保険者証
ほけんしゃしょう

を持って
も    

お越し
 こ  

ください。なお、行 政
ぎょうせい

サービスセンタ

ーでの納付
のうふ

相談
そうだん

はできません。 

◆休 日
きゅうじつ

納付
のうふ

相談
そうだん

 時間
じかん

：10月
がつ

26日
にち

（土
ど

）9時
じ

～12時
じ

  

場所
ばしょ

：市
し

役所本
やくしょほん

庁 舎
ちょうしゃ

2階
かい

医療
いりょう

保険室
ほけんしつ

保険料課
ほけんりょうか

 

문의: 보험료과 TEL 06-4309-3168 / FAX 06-4309-3807                                    問合
といあわ

せ先
さき

： 保険料課
ほけんりょうか

 

시민세・부민세・삼림환경세 제 3 기분 납입기한은 10 월 31 일                   

市民税
しみんぜい

・府民
ふみん

税
ぜい

・森林
しんりん

環 境 税
かんきょうぜい

第３期
だ   き

分納
ぶんのう

期限
きげん

は10
  

月
がつ

31
 

日
にち

 

시민세・부민세・삼림환경세는 납입기한까지 시세 취급 

금융기관이나 우체국에서 납부해 주십시오. 바코드가 인쇄된 

납부서는 편의점이나 스마트폰 결제어플로도 

납부가능합니다. 또한 납부가 곤란한 분을 대상으로 

휴일야간 납부상담을 시행합니다. 

◆창구에서 상담 

시간: 10 월 26 일(토) 9:00~12:00 장소: 시청본청사 3 층납세과 

지참물: 납세통지서 본인확인서류을 지참해 주십시오. 

◆전화로 상담 

시간: 10 월 24 일(목) 17:30~20:00 

     10 월 26 일(토) 9:00~12:00・13:00~16:00 

市民税
しみんぜい

・府民
ふみん

税
ぜい

・森林
しんりん

環 境 税
かんきょうぜい

は、納
のう

期限
きげん

までに市税
しぜい

取 扱
とりあつかい

金融
きんゆう

機関
きかん

や郵 便 局
ゆうびんきょく

で納めて
おさ     

ください。バーコードの印字
いんじ

されている

納付書
のうふしょ

は、コンビニエンスストアやスマートフォン決済
けっさい

アプリで

の納付
のうふ

も可能
かのう

です。また、納付
のうふ

が困難
こんなん

な方
かた

を対 象
たいしょう

に、休 日
きゅうじつ

・夜間
やかん

納付
のうふ

相談
そうだん

を行います
おこな

。 

◆窓口
まどぐち

での相談
そうだん

   

時間
じかん

：10月
がつ

26日
にち

（土
ど

）9時
じ

～12時
じ

 場所
ばしょ

：市
し

役所本
やくしょほん

庁 舎
ちょうしゃ

3階
かい

納税課
のうぜいか

  

持ち物
も   もの

：納税
のうぜい

通知書
つうちしょ

、本人
ほんにん

確認
かくにん

書類
しょるい

をご持参
じさん

ください 

◆電話
でんわ

による相談
そうだん

  

時間
じかん

：10月
がつ

24日
にち

（木
もく

）17時
じ

30分
ふん

～20時
じ

、    

10月
がつ

26日
にち

（土
ど

）9時
じ

～12時
じ

・13時
じ

～16時
じ

 

문의: 납세과 TEL 06-4309-3148 / FAX 06-4309-3808                           問合
といあわ

せ先
さき

：納税課
のうぜいか

 
 


